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残暑の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。                                      

平素は、適正な技能実習生受入れにご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 
 
この度 CBS NEWS といたしまして、技能実習生受入れ企業様へ、外国人技能実習機構

や出入国在留管理庁等からの通達、組合からのお知らせや案内、各実習実施者様での

技能実習実施等の近況を定期的に発信してまいりますので、ぜひご一読くださいますよう 

お願い申し上げます。 
 
まだまだ残暑厳しき折、くれぐれもご自愛下さい。 

 

Topic 01. 技能実習責任者講習は過去 3 年以内に 

 

 

2020 年 4 月 1 日より、技能実習責任者は過去 3 年以内に技能実習責任者の受講が必須になりました。 

すでに受講済みの責任者の方も過去 3 年以内の受講が必要になるため、お手元の受講証明書をご確認いただき、 

最終受講日から 3 年経過以内に技能実習責任者講習を受講してください。 

また、受講後は受講証明書の写しを組合宛にご提出ください。 

 

Topic 02. 外国人技能実習機構の実地検査について 

 

 2019 年から 2020 年 9 月現在まで、当組合技能実習生受入れ企業様 

（以下、実習実施者）において、 外国人技能実習機構（以下、機構）の

実地検査が随時実施されています。 

これは約 3 年に 1 度、機構職員が実習実施者を訪問し、帳簿の保管状況

や実習環境の確認、技能実習生からのヒアリングを行い、技能実習が法令等に 

基づき適切に行われているか検査するものです。 

 

【検査実施 実習実施者数】 

 
 
 
 

これに加え、2020 年 8 月 20 日には、機構による 3 回目の「監理団体の実地

検査」も実施されました。（監理団体は約 1 年に 1 度）  

技能検定（鉄筋施工）の様子 

休憩中の実習生のみなさん 



 
 

帳簿は正しく保管されていますか? 
実地検査への対策は、適正な技能実習実施につながります! 

実地検査で実際に是正勧告を受けた主な指摘項目をお知らせします。 

該当する項目はありませんか? 

 

実地検査での主な指摘事項は、以下の通りです。 

 

【技能実習関係法令】 

1. 全ての帳簿が備え付けられているか 

技能実習認定通知書、技能実習日誌、各種帳簿など 
 

2. 上記 1 の記載内容について変更があった場合、随時 

「軽微変更届出書」を機構へ提出しているか 
 
3. 宿泊施設において各実習生の身の回り品を収納できる 

一定の容量がありかつ施錠可能・持出不能な私有物 

収納設備は設置されているか 

（個人別に施錠可能な部屋である場合を除く） 
 
【労働関係法令】 

1. 雇用条件書の内容と実態に齟齬はないか 

賃金支払形態や住居費・水光熱費の控除額等 
 
2. 36 協定届等、取り決め以上の時間外労働及び休日労働 

がされていないか 
 

3. 時間外・休日手当や各種保険の料率は正しく計算されて 

いるか 
 
4. 定期健康診断を受診させているか 
 
上記以外の指摘事項も含め、指導された場合、是正勧告を

受け、期限までに是正報告書を提出することとなります。 

★帳簿は全てそろっていますか? 

★記載内容や雇用条件に変更はありませんか? 

各種帳簿は、実習生の配属時や在留カード更新時に 

配布し、作成・保管の案内をしています。 

変更が生じた場合、左記 2. にあります、軽微変更届出書 

を組合にて作成し、機構へ提出いたします。 
 
★私有物収納設備は設置されていますか? 

監理団体の実地検査時にも徹底するよう機構より指導 

されました。 

未設置の場合は、速やかにご対応お願いします。 
 
 

＜私有物収納例＞ 
 

 
 
 
★実地検査実施の連絡は機構から入ります! 

機構から実習実施者へ事前に日程調整の連絡が入りま 

す。機構が指定する検査候補日を確認し、組合へご連絡 

ください。当日は組合職員も同席します。 

まれにゲリラ訪問もありますので、その際もご連絡ください。 
 
★組合の監査指導にご協力ください。 

四半期に一度提出いただく労務関係書類や技能実習 

日誌等をもとに、実習実施状況を確認しています。 

組合からの問い合わせや監査指導にご協力ください。 

■ 書類の記載内容に変更・訂正がある場合は、必ずご連絡ください! 

よくある変更事項:代表者、登記役員、社名、本社所在地、宿泊施設の住所、技能実習生の待遇全般、など 

■ 技能実習生の労務管理や実習指導などで、お困りごとがありましたらご相談ください。 
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技能実習関係法令や新型コロナウイルス感染症について 

案内が掲載されています。 

 


